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参考資料２ 

第１１章 選定事業者の希望に基づく制度変更の適用 

（１）選定事業者の希望に基づく制度変更の適用の趣旨 

令和 7 年度以降に実施する法に基づく公募においては、コスト低減と迅

速性を重視しつつ、収入や費用の変動といった環境変化に対して強靱な事

業組成を促し、選定事業者に洋上風力発電への電源投資を確実に完遂させ

る観点から、撤退や遅延を抑止するための保証金の増額、入札後の物価変

動等を踏まえて基準価格又は調達価格を調整する仕組みの導入等がされる

こととなった。これを踏まえ、事業の撤退・遅延の抑止、洋上風力発電に

係る電源投資を確実に完遂させる観点から、本公募の選定事業者が希望す

る場合には、認定公募占用計画の変更により、新たな保証金制度及び基準

価格又は調達価格への物価変動に応じた調整（以下「価格調整スキーム」

という。）の適用を認めることとする。 

 

第１１章 選定事業者の希望に基づく制度変更の適用 

 

（２）新たな保証金制度及び価格調整スキームを適用する変更 

1) 制度変更に係る公募占用計画の変更 

新たな保証金制度及び価格調整スキームを適用するためには、制度変更

希望届【様式 6-3】の提出及び第 9 章（５）「公募占用計画の変更に係る事

項」に基づく認定公募占用計画の変更が必要となる。なお、保証金制度の

変更と価格調整スキームを適用する変更のいずれかのみを選択して適用す

ることはできず、両者のいずれも適用することとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

   

秋田県能代市、三種町及び男鹿市沖公募占用指針（改訂案素案） ※主な改訂部分抜粋 備考 

 

2 

 

2) 保証金制度の変更内容 

第５章（３）保証金に関する事項（法第 13 条第 2 項第 6 号）を次のと

おり読み替える。なお、以下の記載にかかわらず、選定事業者は、保証金

制度の変更の適用に伴う増額分に係る保証金を、当該変更が認定された旨

の通知を受けた日の翌日から起算して 8 週間以内に提供するものとする。 

 

（３）保証金に関する事項（法第13条第２項第６号） 

1）保証金の額及び提供方法 

ⅱ）第２次保証金 

①第２次保証金の額 

第２次保証金の単価は、10,000円/kWとする。したがって、選定

事業者が提供すべき第２次保証金の額は、選定事業者の当該公募に

係る海洋再生可能エネルギー発電設備の出力に当該単価を乗じて

得た額とする。 

ただし、選定事業者が第１次保証金として提供した額が第２次保

証金に充当され、第２次保証金とみなされる（選定事業者が第１次

保証金の提供のために保証状を提出していた場合には、当該保証状

が第２次保証金の一部に係る保証状とみなされる。）ため、選定事

業者が第２次保証金の提供のために追加的に納付すべき額は、選定

事業者が第１次保証金として提供した額を減じて得た額とする。 

 

ⅲ）第３次保証金 

①第３次保証金の額 

第３次保証金の単価は、24,000円/kWとする。したがって、選

定事業者が提供すべき第３次保証金の額は、当該公募参加者の当

該公募に係る海洋再生可能エネルギー発電設備の出力に当該単

 

 

・提供期限は、第 2 次保証金の提供期限が、選定の通知の翌日から起算して

8 週間以内であることとの並びで設定。 

 

 

・第２次保証金及び第３次保証金を増額。 

 

 

 

・現行の記載から、「なお本公募に係る系統工事の実施の為の保証金等を一般

送配電事業者に提供している場合には、以下を条件に、上記の額から当該

系統工事の実施の為の保証金等の額を減じて得た額を第２次保証金の額

とする。」等の、系統工事の実施のための保証金等の額を減じる措置の記載
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価を乗じて得た額とする。 

ただし、選定事業者が第１次保証金及び第２次保証金として提

供した額が第３次保証金に充当され、第３次保証金とみなされる

（選定事業者が第１次保証金及び第２次保証金の提供のために

保証状を提出していた場合には、当該保証状が第３次保証金の一

部に係る保証状とみなされる。）ため、選定事業者が第３次保証

金の提供のために追加的に納付すべき額は、当該選定事業者が第

１次保証金及び第２次保証金として提供した額を減じて得た額

とする。 

 

3）保証金の額及び提供方法 

ⅱ）第２次保証金又は第３次保証金の没収事由 

以下の事由が生じた場合には、没収額の欄に記載のとおりの金額

の第２次保証金又は第３次保証金を没収し、国庫に納付する。 

 第２次保証金又は第３次保証金の没収事由 没収額 

７ 選定事業者として選定された時点における

公募占用計画（以下「当初公募占用計

画」）に記載された運転開始予定日までに

再生可能エネルギー発電設備の運転開始

（※）がなされなかったこと 

なお、以下のとおりの運転開始予定日の徒

過の期間に応じて、右欄の没収額となる。 

 

運転開始予定日までに再生可能エネルギー

発電設備の運転開始がなされなかった場合

選定事業者の当初

公募占用計画に記

載された発電設備

の出力に 4,000円

/kWを乗じた額

（①） 

 

選定事業者の当初

公募占用計画に記

載された発電設備

を削除。 

 

 

・保証金の段階的没収について記載。 
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（①） 

 

運転開始予定日から起算して 6か月を経過

する日までに再生可能エネルギー発電設備

の運転開始がなされなかった場合（②） 

 

運転開始予定日から起算して 12か月を経過

する日までに再生可能エネルギー発電設備

の運転開始がなされなかった場合（③） 

 

運転開始予定日から起算して 18か月を経過

する日までに再生可能エネルギー発電設備

の運転開始がなされなかった場合（④） 

 

運転開始予定日から起算して 24か月を経過

する日までに再生可能エネルギー発電設備

の運転開始がなされなかった場合（⑤） 

 

※運転開始：特定契約等により再生可能エネ

ルギー電気の供給を開始すること 

の出力に 4,000円

/kWを乗じた額

（②） 

 

選定事業者の当初

公募占用計画に記

載された発電設備

の出力に 8,000円

/kWを乗じた額

（③） 

 

選定事業者の当初

公募占用計画に記

載された発電設備

の出力に 4,000円

/kWを乗じた額

（④） 

 

選定事業者の当初

公募占用計画に記

載された発電設備

の出力に 4,000 円

/kW を 乗 じ た 額

（⑤） 
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4）第２次保証金又は第３次保証金の没収免除 

選定事業者は、上記 3）で定める第２次保証金又は第３次保証金

の没収事由が生じた場合であっても、以下ⅰ）からⅲ）に定める事

由があったときは、第２次保証金及び第３次保証金の没収の免除を

受けることができる。なお、没収免除の判断に当たっては、必要に

応じて学識経験者又は第三者委員会の意見を聴取する。 

 

ⅲ）第２次保証金又は第３次保証金の没収免除の可否 

第２次保証金又は第３次保証金の没収免除の可否については、

それぞれの事由の性質を踏まえ、下記の表のとおりとする。 

 

不可抗力

事由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２次保証金 

法第 23

条に基づ

く非常災

害時にお

ける緊急

措置等に

よる収用

等 

激甚災害による直接の被災／ 

武力行使による直接の被害 

左記以外の

その他当事

者のコント

ロ－ルがで

きず回避が

可能ではな

い事象 

発電事

業を行

う事業

者の本

社 

海洋再生

可能エネ

ルギー発

電設備を

運営する

支社・事

業所 

海洋再生

可能エネ

ルギー発

電設備又

は当該海

洋再生可

能エネル

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・保証金の没収免除要件である「選定事業者の自己の過失によらないもので

あること」等の判断にあたって、必要に応じて学識経験者又は第三者委員

会の意見を聴取することを記載。 
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及び第３次保 

証金没収事由 

ギー発電

設備設置

予定地 

当初公募占用計画

に記載された運転

開始予定日までに

海洋再生可能エネ

ルギー発電設備の

運転開始がなされ

なかったこと。 

可 可 可 可 可 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第１ラウンドに規定されていなかった運転開始の遅延による保証金没収に

ついて記載。 

  

・過去ラウンドの選定事業者に適用する場合、変動前物価指数は計画変更申
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3) 価格調整スキームの適用の内容 

「特定物価変動率」を、ⅰ）の期間における次の表の各号ごとの指数

等の欄に掲げる数値に対するⅱ）の期間における当該数値の比率にそれ

ぞれ同表の乗じるべき率の欄に掲げる率を乗じて得た数値を合計して得

た数値に 100/98 を乗じて得た数値とする。 

ⅰ）新たな保証金制度及び価格調整スキームを適用するための公募占用

計画の変更の認定を申請した日の属する月の前月までの 1 年間 

ⅱ）選定事業者が認定公募占用計画に記載した電気事業法第 48 条第 1

項に規定による届出（海域における電気事業法第 38 条第 2 項の事業

用電気工作物の設置の工事に係るものに限る。）の予定日の属する月の

前月までの 1 年間 

 

 指数等 乗じるべき率 

一 日本銀行が統計法（平成 19 年法律第 53 号）第 25 条

の規定により届け出て行う統計調査の結果に基づき

作成する企業物価指数（以下「企業物価指数」とい

う。）のうちＡ重油に係る国内企業物価指数と企業物

価指数のうちＢ重油・Ｃ重油に係る国内企業物価指

数の平均値 

０．１３７５ 

二 企業物価指数のうち鉄鋼に係る国内企業物価指数

（ⅱ）の期間における数値にあっては、当該数値に

ⅱ）の期間とⅰ）の期間の外国為替及び外国貿易法

（昭和 24 年法律第 228 号）第 7 条第 1 項に規定す

る裁定外国為替相場により 1 ユーロを本邦通貨に換

算した額の比率（以下「為替調整比率」という。）を

０．１３７５ 

請日の属する月の直前の１年間における物価水準を参照。 

 

・変動後物価指数は洋上工事に係る工事計画届出予定日の属する月の直前の

１年間における物価水準を参照。 

 

・資本費に占める割合の大きい風車、施工、基礎、ケーブル費用に関する物

価指数を考慮し、NEDO 着床式洋上風力コストモデルを活用した割合を設
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乗じて得た数値） 

三 企業物価指数のうち鉄鋼に係る国内企業物価指数 ０．０６００ 

四 企業物価指数のうち電力・通信用メタルケーブルに

係る国内企業物価指数 

０．０５００ 

五 企業物価指数のうち産業用電気機器に係る国内企業

物価指数（ⅱ）の期間における数値にあっては、当該

数値に為替調整比率を乗じて得た数値） 

０．１３７５ 

六 毎月勤労統計調査の結果に基づき作成する事業所規

模 5 人以上の製造業の現金給与総額に係る季節調整

済指数（ⅱ）の期間における数値にあっては、当該数

値に為替調整比率を乗じて得た数値） 

０．１３７５ 

七 港湾・漁港に係る国土交通省が作成する建設工事に

係る費用を特定の年度を基準とするものに変換する

ための指標（以下「建設工事費デフレーター」とい

う。） 

０．２０００ 

八 電力に係る建設工事費デフレーター ０．１２００ 
 

定。 

 

 

「特定物価調整率」を、次のⅰ）又はⅱ）に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれⅰ）又はⅱ）に定める比率に 686/1000 を乗じて得た数値に、

314/1000 を加えて得た数値とする。ただし、本公募において、特定物価

変動率の上限比率は●/100、下限比率は●/100 とする。 

 

 

 

 

 

・特定物価変動率の上限については、今後、調達価格等算定委員会において

審議される。 
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ⅰ）特定物価変動率が 1 以上の場合 

特定物価変動率（特定物価変動率が上限比率を上回る場合にあって

は、当該上限比率）から 1/100 を控除して得た比率 

ⅱ）特定物価変動率が 1 未満の場合 

特定物価変動率（特定物価変動率が下限比率を下回る場合にあって

は、当該下限比率）に 1/100 を加えて得た比率 

 

価格調整スキームの下では、本公募における海洋再生可能エネルギー

発電設備に係る特定物価変動率が 99/100 以下又は 101/100 以上である

場合、基準価格又は調達価格は、公募占用計画に記載された供給価格の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・価格調整スキームが適用される物価変動の下限は、調達価格等算定委員会

の議論を踏まえ、１％と設定。 
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額（調達価格は、当該設備に係る認定事業者が適格請求書発行事業者で

ある場合においては消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えた

額、適格請求書発行事業者でない場合においては消費税及び地方消費税

の額に相当する額を含むものとする。）に当該特定物価変動率に係る特定

物価調整率を乗じて得た額とする。 

 

 


